
船舶事故等調査報告書 

平成２１年１１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９広第２１７号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２１年４月１０日 ０９時００分ごろ 

発生場所 広島県大黒
おおくろ

神島
かみしま

南西岸 馬ヶ瀬灯浮標から真方位１４３°３,３００ｍ付

近（概位 北緯３４°０９′ 東経１３２°２３.５′） 

事故等調査の経過  平成２１年８月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）

を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 宮
みや

秀
ひで

丸、１９トン 

   不詳、有限会社宮秀海運 

Ｂ はしけ ニューみやひで、Ｌ４３.７ｍ×Ｂ１２.０ｍ×Ｄ２.０ｍ 

   なし、有限会社宮秀海運 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長 一級小型船舶操縦士 

Ｂ なし 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ｂ 右舷船尾船底部擦過傷 

 事故等の経過 Ａ船は、石材を積み込みのためＢ船を押して、大黒神島南西岸の石切場

に着岸作業中、平成２１年４月１０日０９時００分ごろ、強い潮流のため

船体が流され、浅所に乗り揚げた。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 １ 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

Ａ船はＢ船を押して大黒神島南西岸の石切場に

着岸作業中、潮流による圧流と浅所に考慮して、遠

方から着岸態勢をとるなどの圧流防止の措置をと

らなかったため、Ｂ船が浅所に乗り揚げたものと考

えられる。 

船長は、大黒神島南西岸付近で何度も着岸したこ

とがあり、付近に浅所があることを知っていたもの

と考えられる。 

船長は左方の浅所に向かった強い潮流があるこ

とを知っていたものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船がＢ船を押して大黒神島南西岸の石切場に着岸作業中、

潮流による圧流防止の措置をとらなかったため、Ｂ船が浅所に乗り揚げた

ことにより発生したものと考えられる。 

 




